
●改正の要点は、適化法上の「補助事業者等」の範囲を改めるものです。従来は、研究代表者のみを「補助事業
者等」としておりましたが、この取扱いでは研究代表者に過度の負担を課している可能性があること、また、100
万円以上の補助金の交付を受け、自ら資金管理する研究分担者も補助金の管理に相応の責任を負うべきとい
う観点から、こうした研究分担者も「補助事業者等」に加えることができるという改正を行うものです。

●平成29年度から、厚労科研費等の配分方法に以下のとおり③の選択肢が追加されます。
研究代表者は以下のいずれかから厚労科研費等の配分方法を選択します。

厚労科研費等の交付事務手続に係る改正の概要

改 正 後 改 正 前

③100万円以上の補助金等の交付
を受け、自ら資金管理を行う研究分
担者を補助事業者等とする
※交付を受けた補助金等の執行に関する責任を
負います

①研究代表者一括計上

②研究代表者から研究分担者へ資
金配分

①研究代表者一括計上

②研究代表者から研究分担者へ資
金配分

この場合、当該研究分担者は交付
申請書や実績報告書を作成し、提
出します。
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　事務手続の流れ（改正内容）

　補助金等の交付を受けようとする研究代表者は、所定の公募期間中に研究計画書を作成し提出します。
　29年度から研究計画書の様式の一部を変更し、「研究費を自ら管理する者」の欄を設けています。研究代表
者のほか、補助金等の交付を受ける研究分担者となることを希望する研究分担者については当該欄に○印を付
してください。このため、研究代表者は研究分担者と十分に連絡を取り、交付する補助金について責任を持っ
て管理する者を決めた上で研究計画書を作成してください。
　なお、当該欄に○印が付された研究者は間接経費を希望することができます。
　研究計画書は、研究課題の採択の可否を決定するための「事前評価」(新規申請の審査）又は「中間評価｣(継
続申請の審査）の際の審査資料になります。

研究報告書の提出

　補助金等の交付を受けた研究代表者は、事業実績
報告書を提出します。

　交付決定通知を受け取った研究代表者は、補助
金等の交付を受けるために請求書を提出します。

　交付基準額等決定通知を受け取った研究代
表者は、補助金等の交付を受けるために交付
申請書を提出します。

変更申請書の提出

　交付決定通知を受けた後に、その交付決定
の内容を変更しようとする場合には、研究代
表者はあらかじめ変更申請書を提出します。

（この「事務手続きの流れ」では、厚生労働科学研究費補助金及び厚生労働行政推進調査事業費補助金をまとめて「補助金等」といいます。）

事業実績報告書の提出

　交付申請書と同様に、研究代表者又は補助金等の交付を受けた研究
分担者が作成します。

 評価結果通知及び交付基準額等決定通知

　研究代表者は、補助金等の交付を受ける研究分担者の請求
書を進達します。
　補助金等は、請求書の提出のあった研究者それぞれの預金
口座に振り込まれます。

請求書の提出

　｢事前評価」又は｢中間評価」の結果、研究課題に採択された場合に
は、研究代表者宛てに「採択通知」が送付されます。また、研究代表
者及び補助金等の交付を受ける研究分担者宛てに「交付基準額等決定
通知」が送付されます。

交付申請書の提出

研究計画書の作成・提出

研究代表者一括計上及び研究代表者から研究分担者へ
資金配分を行う場合（従来どおりの事務手続）

交付申請書の提出

事業実績報告書の提出

請求書の提出

　交付基準額等決定通知を受け取った研究代表者及び補助金
等の交付を受ける研究分担者は、補助金等の交付を受けるた
めに交付申請書を提出します。

変更申請書の提出

　補助金等の交付を受けた研究代表者は、研究報告書を提出します。また、複数年度にわたって補助金等の交付を受けて研究を行
い、研究が終了となる場合には、研究成果全般についての最終報告書として総合研究報告書を提出します。

　補助金等の交付を受けた研究代表者及び研究分担者は、事業実績報
告書を提出します。

●　平成29年度から補助金等の交付事務手続の一部を改めることとしました。
●　改正の要点は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適化法」という。）上の「補助事業者等」の範
囲を改めるものです。補助金等において、従来は補助事業者等は「研究代表者」のみとし、研究代表者が研究計画の遂行や補助金等の管理・執行
責任を全て負いました。この運用に関して、研究代表者に過度の負担を課している可能性があること及び100万円以上の補助金等の交付を受け、自
ら資金管理を行う研究分担者（以下、「補助金等の交付を受ける研究分担者」という。）も当該補助金等の管理に相応の責任を負うべきという観
点から、補助金等の交付を受ける研究分担者も適化法上の補助事業者等に加えることができるという改正を行うものです。
●　具体的には、①研究代表者一括計上、②研究代表者から研究分担者へ資金配分、③補助金等の交付を受ける研究分担者を補助事業者等とす
る、という選択肢の中から研究代表者が決定するもので、①②はこれまでの運用、③の選択肢が追加されます。
●　これにより、研究代表者に加えて、補助金等の交付を受ける研究分担者は、補助金適正化法上の責務を負い、交付を受けた補助金等の執行に
関する責任も負うこととなります。
●　なお、研究計画の遂行責任は従前どおり研究代表者が負うものであることに変わりありません。
●　この改正に伴う事務手続きの主な変更点は以下の朱字のとおりです。（各種書類の提出期限には変更はありません。）

　補助金等の交付を受ける研究分担者が作成した実績報告書は、研究代表者が進達し
ます。
　また、交付額確定通知は研究代表者を経由して行いますので、通知を受け取った研
究代表者は補助金等の交付を受ける研究分担者に遅滞なく送付してください。

＜留意点＞

　交付決定通知を受け取った研究代表者及び研究分担者は、補助金等
の交付を受けるために請求書を提出します。

＜留意点＞

　｢事前評価」又は｢中間評価」の結果、研究課題に
採択された場合には、研究代表者宛てに「採択通
知」とともに「交付基準額等決定通知」が送付され
ます。

＜留意点＞

 評価結果通知及び交付基準額等決定通知

　研究計画書における補助金等の交付を受ける研究分担者にも、交付
基準額等決定通知が行われます。
　交付基準額等決定通知は研究代表者を経由して行いますので、通知
を受け取った研究代表者は補助金等の交付を受ける研究分担者に遅滞
なく送付してください。

＜留意点＞

　交付基準額等決定通知を受け取った研究分担者は、自らが実施する
研究とその研究に必要となる補助金等について交付申請書を作成しま
す。
　補助金等の交付を受ける研究分担者が作成した交付申請書は、研究
代表者が進達します。
　また、交付決定通知は研究代表者を経由して行いますので、通知を
受け取った研究代表者は補助金等の交付を受ける研究分担者に遅滞な
く送付してください。

　交付決定通知を受けた後に、その交付決定の内容を変更しようとする場
合には、研究代表者又は補助金等の交付を受けた研究分担者はあらかじめ
変更申請書を提出します。

＜留意点＞

補助金等の交付を受ける研究分担者を決定する場合
（平成29年度から右記の運用に加えて選択可能とする。）


